
                                掲示第２号  

公  募  公  告 

 有償による庁舎等の使用又は収益の許可を受けて、北海道千歳市美々に所在する新千歳空港国際線旅

客ターミナルビル官庁部分において、自動販売機（清涼飲料水）の設置を希望する者の募集を、次のと

おり公告する。 

 

 令和２年１月１６日 

                            函館税関長  堀 地  徹 

１．対象者 

   新千歳空港国際線旅客ターミナルビル官庁部分において自動販売機による飲料の販売を希望す

る者 

２．設置条件等 

   自動販売機（清涼飲料水）２台、設置場所は庁舎内の指定する場所 

３．使用又は収益の許可期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

   ただし、必要に応じ一度に限り更新することができるものとする。 

４．募集内容等に係る説明 

   日 時 令和２年１月１６日（木）～令和２年２月１９日（水） 

        平日９時００分～１２時００分、１３時００分～１７時００分 

   場 所  北海道千歳市美々 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル内 千歳税関支署総務課 

北海道函館市海岸町２４番４号 函館港湾合同庁舎 函館税関総務部会計課営繕係 

   その他  上記の場所において募集内容等（申請書類の配布及び許可条件等）に係る説明を受け

ることとし、説明を受けていない者の応募は一切認めない。 

５．申請書類の受付 

証明書等の受付期限 令和２年２月１９日（水）１７時００分まで（必着） 

申請書の受付期限  令和２年２月２０日（木）１２時００分まで（必着） 

場所：〒066-0012北海道千歳市美々 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル内 

 千歳税関支署総務課（郵送可） 

〒040-8561 北海道函館市海岸町２４番４号 

 函館税関総務部会計課営繕係（郵送可） 

６．選定方法 

応募資格を満たす者のうち、最も高額な使用料（当方の算定した額以上の額に限る）を提示した

者を選定する。 

７．照会先 

北海道千歳市美々 千歳税関支署総務課 

電話 ０１２３（４５）７０５７ 竹内 拓雄 

北海道函館市海岸町２４番４号 函館税関総務部会計課営繕係 

    電話 ０１３８（４０）４２３７ 髙石 進 


